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平成２５年１１月  

 

 

平成２６年度当初予算編成方針 

（通 知） 

 

 

 我が国の経済動向の現状については、景気が緩やかに回復しつつあるとされ、近い将来

においても各種政策の効果が発現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなることが

期待されているところである。 

こうした中において、政府は大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの早

期脱却と経済再生を実現させるための経済財政運営を進め、日本再興戦略の実行を強化す

ることとしている。また、医療・介護・年金・子育て等の社会保障関連事業については、

合理的かつ効率的な実施を目指してはいるものの、少子高齢化に伴って当該経費は増加す

る一方であることから、国はこれらの経費をはじめとして、地方公共団体の安定的な財政

運営に必要な一般財源総額の確保に努めているところである。その政策のひとつとして平

成２６年４月１日から消費税が５％から８％に増税されることとなったところであるが、

これら国の政策が地方財政へ与える影響は大きく、今後も経済情勢や国の政策を注視して

いく必要がある。 

 一方、当市の財政状況を見ると、社会保障関連経費が年々増加しているのはもちろんの

ことであるが、これらを含むいわゆる義務的経費だけをみても、それを自主財源で賄えな

い状況である。さらに自主財源の大宗をなす市税や地方交付税をはじめとする依存財源に

ついても大幅な増加を見込むことができず、先々の見通しが不透明となっており、依然と

して厳しい財政環境におかれている。 

 以上のことから、平成２６年度の当初予算編成においては、持続可能な財政運営を念頭

におきながら、三沢市総合振興計画後期基本計画における実施計画等を的確に予算編成に

反映し、事業の選択と集中を図りながら、三沢市総合振興計画の基本理念である「人とま

ち みんなで創る 国際文化都市」実現に向け、「まちづくりの基本方針」に基づく施策を

推進していくための予算編成を行うものとする。 

 

 

◎予算要求の基本的な考え方 

１ 歳入の見積りにあたっては、過去の実績、平成２５年度の決算見込み、国の概算要求

や制度の新設及び変更、経済動向等、特に先行きの不透明な部分については、あらゆる

資料に基づいて適正な財源の捕捉に努め、過大若しくは過少見積りとならないよう十分

留意すること。 

  特に、多額の収入未済額を抱える歳入については、具体的な対策を講じるなど、収納

率の一層の向上に最大限の努力を傾注すること。 
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２ 歳入、歳出とも消費税が関与する予算については、税率８％で積算すること。 

 

３ 平成２６年度一般会計当初予算規模の目標額は、災害復旧関連経費を除いて平成２５

年度当初予算額と同額をベースとしながら、継続事業による投資的経費の上積みや震災

復興対策に係る経費等も考慮するものとする。 

 

４ 歳出の見積りにあたっては将来世代への持続可能な財政構造を確立することを目指し

て、全ての事業に聖域を設けることなく、市民の視点に立った制度や事業の抜本的な見

直しの徹底、ゼロベースからの事業再構築の推進などを検討すること。 

  

５ 限られた経営資源で最大の事業効果を発揮するため、より効率的・効果的な事業展開

が求められていることから、民間委託等を含めた各業務のコスト削減やサービスの質の

向上について検討するとともに、事務事業の見直し及び再構築など他部局等と連携・協

議を行い予算要求すること。 

 

６ 平成２６年度も引き続き、行政改革以外の経費であっても、見直しの可能なものにつ

いては、その縮小・廃止等を含めて見直しすること。 

  また、新規経費を計上する場合は、スクラップアンドビルドにより、既存の事務事業

について、縮小、統合、廃止等の充分な見直しを行い、新規経費に充当すること。 

 

７ 補助金については、引き続き慣例や先例にとらわれることなく、補助の必要性や対象

経費の精査など、ゼロベースからの見直しを行うこと。 

  なお、「一括予算化補助金」については、平成２６年度も同様に一括予算化して予算要

求すること。 

 

８ 平成２６年度一般会計当初予算は、現行制度に基づき見込み得る通年予算（年間予算）

として編成するものとする。したがって、年度途中においては、制度改正に伴う経費、

災害関係経費等、真にやむを得ないものを除き、一般的な補正は行わないものとする。 

 

９ 市民生活の向上・福祉の充実・地域経済の発展のため、特に重点配分を図るべき施策

及び事務事業がある場合は、事前に財政課と協議したうえで予算要求すること。 

 

 以上のことに十分留意し、「予算編成留意事項」に基づき、厳しく吟味した予算要求を行

うよう通知する。 
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予 算 編 成 留 意 事 項 

 

 

１ 予算見積書（要求書）の作成にあたっては、本年１０月、政策調整課に提出している

三沢市総合振興計画（後期基本計画）の実施計画書に記載した小事業ごとの事業費を参

照してください。計画額と大きくかけ離れる場合は、その理由を提示してください。 

 

 

２ 歳入に関する事項 

（１） 市税については、経済見通し及び税制改正の動向を十分勘案し、確実な年間収入

額を要求するとともに、さらなる徴収努力により徴収率の向上を図り、税収の確保

に努めること。 

 

（２） 国庫支出金及び県支出金については、国・県において引き続き厳しい歳出抑制策

がとられる見通しにあることから、国や県の予算編成の動向を踏まえ、市の施策実

施上、真に必要と認められるものに関しては積極的な確保に努め、確実性の高い見

積額を計上すること。 

 

（３） 使用料及び手数料については、受益者負担の公平確保及びコスト意識の涵養を図

る観点から、行政サービスのコスト等を正確に把握し、一層の精査を行うこと。 

 

（４） 財産収入については、引き続き遊休資産等の処分を検討し、売却処分が可能なも

のについては、極力整理することとし、適正額を見積もること。 

 

（５） 諸収入については、収入見込額を単純に前年度同額程度とすることなく過去の実

績及び社会経済情勢の推移等を勘案のうえ積算根拠を明確にし、的確な収入見込み

を見積もること。 

 

（６） 広告料等その他の収入についても、財源を的確に把握し、収入確保に努めること。 

 

 

３ 歳出に関する事項 

（１） 人件費については、総務課において年間所要額を算定するものであること。 

 

（２） 物件費については、既存の事務事業の徹底した見直しを行い、旅費、需用費、通

信運搬費等の縮減を図ること。特に食糧費・交際費については、適正な予算計上を

図るとともに、引き続き縮減を図ること。 

    また、旅費については原則として全国及び東北レベルの総会等へ単に出席するた

めだけの経費は要求しないこと。 
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（３） 各施設の保守管理等委託料については、点検回数（頻度）等の委託内容を検討し、

その積算にあたっては、業者見積額をそのまま予算要求することなく、充分に内容

を精査し、経費の節減が図られるよう努めること。 

 

（４） 扶助費については、国・県の施策に対応するものがほとんどであるが、法令の根

拠及び対象人員等の実態を把握のうえ積算すること。また、市単独事業については、

その必要性を再確認し、扶助の範囲・程度について再検討すること。 

 

（５） 負担金については、国又は県が所管する上部外郭団体への支出が多くを占めてい

るが、経費負担の在り方、効果等を精査したうえで、必要最小限の負担にとどめる

こととし、加入を抜けても事業執行に影響が無いと思われるものの他市長村との関

係を保つためにこれまで負担を継続してきたものがある場合は、近隣市町村との連

携を密にし、真に加入が必要かどうかを十分議論し、脱退すべきものは脱退を位置

づけるなど、引き続きゼロベースでの見直しにより、経費節減を図ること。 

 

（６） 備品購入費については、事務の効率化が図られるもの以外は予算要求しないこと。 

 

（７） 投資的経費については、関係機関との連絡を密にしながら的確な情報収集を行い、

可能な限り国庫補助等の財源確保に努めるとともに、財政運営計画等に基づく事業

を基本としたうえで予算要求すること。 

 

（８） 各施設の管理者は施設管理を徹底し、施設の維持補修については、施設の効用が

発揮される必要最小限度額の計上に努めるとともに、公共施設の長寿命化という観

点も念頭におきながら、大規模な補修を必要とする場合は、年次計画により対応す

ること。 

 

 

４ 障害者優先調達推進法について 

   障害福祉サービス事業者等の受注機会の拡大や障害者の雇用・就労の促進を図る目

的で同法が平成２５年４月１日に施行されたことから、該当する業務等がある場合は

家庭福祉課と協議のうえ予算要求すること。 

 

 

５ 特別会計について 

   一般会計からの特別会計に対する繰出しは、当該特別会計の設置趣旨に則り、一般

会計同様に事務事業を全面的に見直しのうえ、最大限の自助努力による対応を図るこ

と。また、投資的経費については、事業量等について財政課と事前協議すること。 


